
大阪市域における在宅医療連携拠点事業
の取組について

資料２



連携の拠点 具体的な業務

各区役所

・各区在宅医療・介護連携推進会議の開催 ※

・医療・介護・福祉についての資源の把握 ※

・医療・介護関係者等向け研修

・地域住民への講演会・普及啓発

各区相談支援室

・相談窓口の設置・運営

・在宅医療にかかる24時間体制構築や多職種による情報共有

・積極的役割を担う医療機関との連携

・同行訪問（任意）

健康局 ・大阪市在宅医療推進会議の開催

大阪市在宅医療連携拠点

≪連携の拠点に求められる事項≫ 

① 医療、介護、福祉関係者による会議の開催

② 医療、介護、福祉サービスの所在地や機能等を把握し、退院時から看取りまでの医療を

  提供するための調整

③ 連携による24時間体制構築や多職種による情報共有の促進

④ 人材育成

⑤ 地域住民への普及啓発

連携の拠点が担う業務

１※ 在宅医療・介護連携推進事業として実施



区役所

ウ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制
       の構築推進
エ 医療・介護関係者の情報共有の支援
オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

ア 地域の医療・介護の資源の把握
イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

カ 医療・介護関係者の研修
キ 地域住民への普及啓発

相談支援室
（地区医師会等に委託）

③連携による24時間体制構築や多職種に
     よる情報共有の促進

各区連携の拠点

⑤地域住民への普及啓発

④人材育成
                                                                 【同行訪問】

参考
(医介連携)

①医療、介護、福祉関係者による会議の開催
健康局

（大阪市域全体） ク 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
総合事業など他の地域支援事業との連携 等

連 携

②退院時から看取りまでの医療を提供する
ため、医療、介護、福祉サービスの所在
地や機能等を把握

参考
(医介連携)

参考
(医介連携)

２

在宅医療連携拠点事業～大阪市の取組体制～



Ⅰ. 区役所の取組

３



◎令和６年度：主なテーマ

・在宅医療において、どう多職種連携を行うのか

・在宅医療に関わる事業所間の情報共有について

・認知症や障がいのある人と共にACPを考える

・難病の方への意思決定支援

・ヤングケアラー事例から考えるIPW

・発達障がいの理解と支援

・アルコール問題を抱える方への支援

・災害時の区役所の対応

・災害の基礎を学ぶ～〇区で災害がおきたら～

（１）医療・介護関係者等向け研修会

４

拠点での開催

5区

医介事業との共催

10区

開催なし

9区

開催予定あり

19区

開催予定なし

５区

令和６年度

令和７年度



ポスター・リーフレット：６区

（２）地域住民への普及啓発

５

実施あり

8区

実施なし

16区

◎実施主体：拠点での作成：６区

◎対象者：全年齢：６区

◎内容：

・意思決定支援リーフレット

・だから今、人生会議

・〇区版ACP

「もしもの時のメッセージ」

・医療と介護であんしん生活！

講演会：８区

◎実施主体：

・拠点での開催：２区

・医介事業との共催：６区

◎内容：

・いつまでもこの街で暮らしていこう

・在宅医療・介護、人生会議の認識醸成

・目からウロコの介護技術講習会

・優しさを伝えるケアの技法

実施予定あり

20区

実施予定なし

４区

令和６年度

令和７年度

◎令和６年度：主な内容



Ⅱ．相談支援室の取組

６



20時間

17区

10～19時間

3区

1～9時間

4区

地域の医療・介護・福祉関係者等からの在宅医療に関する相談を受け付けるため、
相談窓口を設置し、拠点コーディネーターを配置している。

令和７年度

（１）相談窓口の設置・運営

◎週あたりの開設時間数

◎令和６年度：相談件数（相談者別内訳）286件（介護保険対象者を除く）
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⑲ その他

⑱ 住民（区民・市民等）

⑰ 区役所・保健福祉センター

⑯ 見守り相談室（CSW）

⑮ 生活支援コーディネーター

⑭ 他区在宅医療連携拠点コーディネーター

⑬ 他区在宅医療・介護連携相談支援コーディネーター

⑫ ⑪以外の福祉サービス関係事業所

⑪ 障がい福祉サービス関係事業所

⑩ 認知症初期集中支援チーム

⑨ ⑥⑦⑧以外の介護関係事業所

⑧ 訪問介護事業所

⑦ 地域包括支援センター・ブランチ

⑥ 介護支援専門員

⑤ 訪問看護

④ 病院（地域連携相談室）

③ 薬局・薬剤師

② 歯科

① 医科（積極的役割を担う医療機関）

20時間

14区

10～19時間

5区

1～9時間

5区
令和６年度

4月1日時点

７



地域の医療・介護・福祉関係者の協力を得ながら、関係機関の連携による急変
時の対応など、24時間在宅医療が提供される体制の構築をめざした具体的取組の
促進をするための取組を行う。

（２）在宅医療にかかる２４時間体制構築

多職種による情報共有

８

めざすべき姿 取組内容

在宅療養患者の急変時に

対応できる体制の構築

・訪問診療を実施している医療機関へのヒアリング

・患者急変時に入院受け入れ状況の確認・協力依頼

・入院時バックベッドなどの検討、区内病院との連携

・在宅医療の後方支援病院との会議

・緊急搬送時のフローの作成

・消防署・急性期病院との救急搬送時の連携について意見交換

・高齢者施設との救急医療情報交換会

夜間・休日の対応体制に

ついての構築

・夜間休日対応窓口の設置

・かかりつけ医の不在時の往診体制の検討

・在宅医療の看取りの代理医師の確保の検討

◎令和６年度：取組内容

患者・利用者の状態の変化に応じた、医療・介護・福祉関係者間の速やかな
情報共有が行えるよう取組を行う。



めざすべき姿 取組内容

チーム医療・グループ診療

等による体制の構築

・在宅訪問のための研修や同行訪問を実施し、在宅医を増やす

・積極的医療機関の登録医療機関を増やす

・２４時間３６５日対応できるグループ作り

・区内にある診療所間の支援体制の検討

・かかりつけ医と積極的医療機関との連携

多職種による連携体制の

構築

・関係職種での患者の在宅医療の情報の共有についての確認

・全体ミーティングにおいての多職種との連携

・歯科医師会・薬剤師会との連携

・訪問看護ステーションとの連携

・多職種研修会の開催

情報共有ツール活用による

体制の構築

・積極的医療機関内での情報共有ツールの検討・導入

・スムーズな救急搬送のためのICTツールの検討

・ICTツールでの情報共有の実施

・ICTツールの研修会の開催

その他の体制の構築 ・緊急時の発電機・蓄電器の保有状況の調査

・災害時の対応の検討

・災害時のBCPの作成

９



区名 令和６年度令和７年度 区名 令和６年度令和７年度

北区 ４ ４ 東淀川区 ３ ４

都島区 ７ ４ 東成区 21 23

福島区 ２ ２ 生野区 15 21

此花区 １ ７ 旭区 10 10

中央区 ４ ５ 城東区 ３ ３

西区 ６ ６ 鶴見区 ５ ７

港区 ５ ５ 阿倍野区 １ １

大正区 ６ ７ 住之江区 ４ ４

天王寺区 ９ 11 住吉区 １ １

浪速区 ６ ６ 東住吉区 ２※ ２※

西淀川区 １ ８ 平野区 ３ ３

淀川区 ４ ５ 西成区 ３ ３

合計 令和６年度：126→令和７年度：152

（ア）積極的医療機関について

「日常の療養支援」「入退院支援」「急変時の対応」「看取り」の機能を確保

  するため、各区に「積極的医療機関」に位置づけられた医療機関があります。

※ 南大阪小児リハビリテーション病院については、重症心身障がい児者医療コーディネート事業として登録

（３）積極的役割を担う医療機関との連携
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（イ）積極的医療機関との連携会議の開催

積極的医療機関と定期的に会議を開催し、地域実情に応じた今後の在宅医療

の体制構築について検討します。

◎会議開催回数

11

◎令和６年度：主な議題

・在宅医療の現状把握・課題について

・積極的医療機関の役割・確保について

・24時間の在宅医療体制の構築について：急変時の病院の受入れ、緊急往診

・多職種（歯科・薬・訪問看護）・施設との連携体制について

・情報共有について：患者の情報共有、医療機関間の情報共有

・同行訪問について

・災害時の対応について：非常用電源の整備

3回

11区

4～5回

3区

6～8回

3区

9～11回

5区

12回以上

2区

3回予定

15区

4回予定

4区

12回予定

5区

令和６年度

令和７年度
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１ 医師会

２ 歯科医師会

３ 薬剤師会

４ 積極的役割を担う医療機関

５ 積極的役割を担う医療機関以外の区内病院

６ 積極的医療機関以外の区内診療所、クリニック

７ 訪問看護ステーション

８ 居宅介護事業所、介護支援専門員（ケアマネ）

９ 障がい者福祉サービス事業所

10 社会福祉協議会

11 在宅医療連携拠点コーディネーター

12 在宅医療・介護連携支援コーディネーター

13 区事業担当者

14 消防署

◎令和６年度：参画機関・団体

12

（区）



将来の在宅医療を実施する医師確保に向け、区内の積極的医療機関等への

同行訪問による人材育成研修を実施する。

（４）同行訪問研修の実施（任意）

◎対象者

・医師のみ ：９区

・医師と医学生 ：４区

◎研修先

・積極的医療機関のみ ：10区

・積極的医療機関と他医療機関：２区

・他医療機関のみ ：１区 13

1～10回
7区

11～20回
3区

21～30回
1区 31～40回

2区

実施なし
11区

1～10回
2区

11～20回
6区

21～30回
0区

31～40回
2区

41～50回
10区

実施予定なし
4区

令和６年度

令和７年度

◎令和６年度：実施回数 計 172 回

内訳



Ⅲ．健康局の取組
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◎令和７年度：開催予定

・在宅医療推進会議：令和７年７月29日 開催済

・部会：在宅医療・介護連携推進会議：年１回開催予定

（１）在宅医療推進会議の開催

大阪市域の在宅医療提供体制における課題整理・対応策の検討を行うため、
必要な関係者を委員として開催する。（年１回）

◎令和６年度：開催状況

・在宅医療推進会議：令和６年９月６日

主な議題：大阪市における在宅医療体制について

在宅医療連携拠点事業について

在宅医療・介護連携推進事業について

・部会：在宅医療・介護連携推進会議：令和７年２月５日

主な議題：在宅医療・介護連携推進事業について

人生会議（ＡＣＰ）強化月間の取組について

15

部会：在宅医療・介護連携推進会議（年１回）

高齢化の進展に伴い、在宅医療を必要とする高齢者が今後も増加することから、高齢

者の医療と介護の連携にかかる課題整理・対応策の検討を行うため、引き続き開催する。



Ⅴ. 令和7年度の進捗状況

Ⅳ. 令和6年度の取組を通じた課題

・区役所・相談支援室・健康局のいずれの連携の拠点においても順調に取組を
実施している。

・これまで各区単位で実施してきた在宅医療・介護連携推進事業の取組が区
により差があったため、拠点により取組状況に差がある。

・積極的医療機関をはじめとする医療資源が区により偏在しており、在宅医療
における24時間体制構築のためには、拠点の実情に応じた取組が必要である。

・在宅医療連携拠点事業については、今後、在宅医療・介護連携推進事業と
一体的に取組を進める必要がある。

16
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